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【年通号数】公開・登録公報2021-024
【出願番号】特願2021-26561(P2021-26561)
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【手続補正書】
【提出日】令和3年11月4日(2021.11.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高張力鋼板を用いて成形されたフレーム部材を備える車両用シートフレームであって、
　前記車両用シートフレームは、シートバックフレームと、シートクッションフレームと
、前記シートバックフレームと前記シートクッションフレームとを連結する連結ブラケッ
トと、を備え、
　前記シートバックフレームは、上部フレームと、下部フレームと、サイドフレームと、
からなり、前記サイドフレームには、複数の貫通穴が設けられており、
　前記フレーム部材は、
　強度が強化されている領域と、強度が強化されていない領域と、を有し、
　前記強度が強化されている領域と前記強度が強化されていない領域とのつなぎ目は、前
記複数の貫通穴を避けて、貫通穴の上下方向の間に設けられることを特徴とする車両用シ
ートフレーム。
【請求項２】
　シートクッションに対してシートバックを回動可能に連結するリクライニング機構が設
けられており、
　前記強度が強化されている領域と前記強度が強化されていない領域とのつなぎ目は、前
記リクライニング機構の取付部を避けて設けられることを特徴とする請求項１に記載の車
両用シートフレーム。
【請求項３】
　前記サイドフレームには、エアバッグユニットを取り付けるための穴であるエアバッグ
取付穴が形成され、
　前記強度が強化されている領域と前記強度が強化されていない領域とのつなぎ目は、前
記エアバッグ取付穴を避けて設けられることを特徴とする請求項１又は２に記載の車両用
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シートフレーム。
【請求項４】
　前記サイドフレームには、エアバッグユニットを取り付けるための穴であるエアバッグ
取付穴が形成され、
　前記強度が強化されている領域と前記強度が強化されていない領域とのつなぎ目は、前
記エアバッグ取付穴と前記リクライニング機構の取付部との間に設けられることを特徴と
する請求項２に記載の車両用シートフレーム。
【請求項５】
　前記サイドフレームには、エアバッグユニットを取り付けるための穴であるエアバッグ
取付穴が形成され、
　前記サイドフレームと前記下部フレームとは、溶接部において溶接されており、
　前記強度が強化されている領域と前記強度が強化されていない領域とのつなぎ目は、前
記溶接部と前記エアバッグ取付穴との間に設けられることを特徴とする請求項１乃至４の
いずれか一項に記載の車両用シートフレーム。
【請求項６】
　高張力鋼板を用いて成形されたフレーム部材を備える車両用シートフレームであって、
　前記車両用シートフレームは、シートバックフレームと、シートクッションフレームと
、前記シートバックフレームと前記シートクッションフレームとを連結する連結ブラケッ
トと、を備え、
　前記シートバックフレームは、上部フレームと、下部フレームと、サイドフレームと、
からなり、前記サイドフレームには、複数の貫通穴が設けられており、
　前記フレーム部材は、
　強度調整用の熱処理が施されない非熱処理部と、
　強度低下用の熱処理が施され、前記非熱処理部よりも強度が低い低強度部と、を有し、
　前記低強度部は、前記シートバックフレームを構成する前記サイドフレームに、前記複
数の貫通穴を避けて、貫通穴の上下方向の間に設けられることを特徴とする車両用シート
フレーム。
【請求項７】
　シートクッションに対してシートバックを回動可能に連結するリクライニング機構が設
けられており、
　前記低強度部は、前記リクライニング機構の取付部を避けて設けられることを特徴とす
る請求項６に記載の車両用シートフレーム。
【請求項８】
　前記シートバックフレームの前記サイドフレームには、エアバッグ取付穴が形成され、
　前記低強度部は、前記エアバッグ取付穴を避けて設けられることを特徴とする請求項６
又は７に記載の車両用シートフレーム。
【請求項９】
　前記サイドフレームには、エアバッグユニットを取り付けるための穴であるエアバッグ
取付穴が形成され、
　前記低強度部は、前記エアバッグ取付穴と前記リクライニング機構の取付部との間に設
けられることを特徴とする請求項７に記載の車両用シートフレーム。
【請求項１０】
　前記サイドフレームには、エアバッグユニットを取り付けるための穴であるエアバッグ
取付穴が複数形成され、
　前記サイドフレームと前記下部フレームとは、溶接部において溶接されており、
　前記低強度部は、前記溶接部と前記エアバッグ取付穴との間に設けられることを特徴と
する請求項６乃至９のいずれか一項に記載の車両用シートフレーム。
【請求項１１】
　車両用シートは、シートクッションとシートバックとを備えるシート本体と、前記シー
トクッションに対して前記シートバックを回動可能に連結するリクライニング機構と、車
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体フロアに対して前記シート本体を昇降可能に連結するハイトリンク機構と、車体フロア
に取り付けられ、前記シート本体を前後移動可能に支持するレール機構と、から構成され
ており、
　前記シートクッションは、骨格となる前記シートクッションフレームに載置したクッシ
ョンパッドを表皮材で被覆することにより構成され、
　前記シートバックは、前記シートバックフレームに載置したクッションパッドを表皮材
で被覆することにより構成され、
　前記シートバックフレームは、上側に上部フレームと、該上部フレームの左右の端部の
それぞれに連結して配設される左右のサイドフレームと、該左右のサイドフレームの下端
部に架設される下部フレームと、を備え、
　前記強度が強化されている領域と前記強度が強化されていない領域とのつなぎ目は、前
記シートバックフレームの前記サイドフレームに設けられることを特徴とする請求項１乃
至５のいずれか一項に記載の車両用シートフレーム。
【請求項１２】
　車両用シートは、シートクッションとシートバックとを備えるシート本体と、前記シー
トクッションに対して前記シートバックを回動可能に連結するリクライニング機構と、車
体フロアに対して前記シート本体を昇降可能に連結するハイトリンク機構と、車体フロア
に取り付けられ、前記シート本体を前後移動可能に支持するレール機構と、から構成され
ており、
　前記シートクッションは、骨格となる前記シートクッションフレームに載置したクッシ
ョンパッドを表皮材で被覆することにより構成され、
　前記シートバックは、前記シートバックフレームに載置したクッションパッドを表皮材
で被覆することにより構成され、
　前記シートバックフレームは、上側に上部フレームと、該上部フレームの左右の端部の
それぞれに連結して配設される左右のサイドフレームと、該左右のサイドフレームの下端
部に架設される下部フレームと、を備え、
　前記低強度部は、前記シートバックフレームの前記サイドフレームに設けられることを
特徴とする請求項６乃至１０のいずれか一項に記載の車両用シートフレーム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上記課題は、本発明に係る車両用シートフレームによれば、高張力鋼板を用いて成形さ
れたフレーム部材を備える車両用シートフレームであって、前記車両用シートフレームは
、シートバックフレームと、シートクッションフレームと、前記シートバックフレームと
前記シートクッションフレームとを連結する連結ブラケットと、を備え、前記シートバッ
クフレームは、上部フレームと、下部フレームと、サイドフレームと、からなり、前記サ
イドフレームには、複数の貫通穴が設けられており、前記フレーム部材は、強度が強化さ
れている領域と、強度が強化されていない領域と、を有し、前記強度が強化されている領
域と前記強度が強化されていない領域とのつなぎ目は、前記複数の貫通穴を避けて、貫通
穴の上下方向の間に設けられることにより解決される。
　また、上記課題は、本発明に係る車両用シートフレームによれば、高張力鋼板を用いて
成形されたフレーム部材を備える車両用シートフレームであって、前記車両用シートフレ
ームは、シートバックフレームと、シートクッションフレームと、前記シートバックフレ
ームと前記シートクッションフレームとを連結する連結ブラケットと、を備え、前記シー
トバックフレームは、上部フレームと、下部フレームと、サイドフレームと、からなり、
前記サイドフレームには、複数の貫通穴が設けられており、前記フレーム部材は、強度調
整用の熱処理が施されない非熱処理部と、強度低下用の熱処理が施され、前記非熱処理部
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よりも強度が低い低強度部と、を有し、前記低強度部は、前記シートバックフレームを構
成するサイドフレームに、前記複数の貫通穴を避けて、貫通穴の上下方向の間に設けられ
ることにより解決される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　上記の車両用シートフレームにおいて、シートクッションに対してシートバックを回動
可能に連結するリクライニング機構が設けられており、前記強度が強化されている領域と
前記強度が強化されていない領域とのつなぎ目は、前記リクライニング機構の取付部を避
けて設けられることとしてよい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　上記の車両用シートフレームにおいて、前記サイドフレームには、エアバッグユニット
を取り付けるための穴であるエアバッグ取付穴が形成され、前記強度が強化されている領
域と前記強度が強化されていない領域とのつなぎ目は、前記エアバッグ取付穴を避けて設
けられることとしてよい。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　上記の車両用シートフレームにおいて、前記サイドフレームには、エアバッグユニット
を取り付けるための穴であるエアバッグ取付穴が形成され、前記強度が強化されている領
域と前記強度が強化されていない領域とのつなぎ目は、前記エアバッグ取付穴と前記リク
ライニング機構の取付部との間に設けられることとしてよい。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　上記の車両用シートフレームにおいて、前記サイドフレームには、エアバッグユニット
を取り付けるための穴であるエアバッグ取付穴が形成され、前記サイドフレームと前記下
部フレームとは、溶接部において溶接されており、前記強度が強化されている領域と、前
記強度が強化されていない領域とのつなぎ目は、前記溶接部と前記エアバッグ取付穴との
間に設けられることとしてよい。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
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　上記の車両用シートフレームにおいて、シートクッションに対してシートバックを回動
可能に連結するリクライニング機構が設けられており、前記低強度部は、前記リクライニ
ング機構の取付部を避けて設けられることとしてよい。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　上記の車両用シートフレームにおいて、前記シートバックフレームの前記サイドフレー
ムには、エアバッグ取付穴が形成され、前記低強度部は、前記エアバッグ取付穴を避けて
設けられることとしてよい。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　上記の車両用シートフレームにおいて、前記サイドフレームには、エアバッグユニット
を取り付けるための穴であるエアバッグ取付穴が形成されており、前記低強度部は、前記
エアバッグ取付穴と前記リクライニング機構の取付部との間に設けられることとしてよい
。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　上記の車両用シートフレームにおいて、前記サイドフレームには、エアバッグユニット
を取り付けるための穴であるエアバッグ取付穴が複数形成され、前記サイドフレームと下
部フレームとは、溶接部において溶接されており、前記低強度部は、前記溶接部と前記エ
アバッグ取付穴との間に設けられることとしてよい。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　上記の車両用シートフレームにおいて、車両用シートは、シートクッションとシートバ
ックとを備えるシート本体と、前記シートクッションに対して前記シートバックを回動可
能に連結するリクライニング機構と、車体フロアに対して前記シート本体を昇降可能に連
結するハイトリンク機構と、車体フロアに取り付けられ、前記シート本体を前後移動可能
に支持するレール機構と、から構成されており、前記シートクッションは、骨格となる前
記シートクッションフレームに載置したクッションパッドを表皮材で被覆することにより
構成され、前記シートバックは、前記シートバックフレームに載置したクッションパッド
を表皮材で被覆することにより構成され、前記シートバックフレームは、上側に上部フレ
ームと、該上部フレームの左右の端部のそれぞれに連結して配設される左右のサイドフレ
ームと、該左右のサイドフレームの下端部に架設される下部フレームと、を備え、前記強
度が強化されている領域と前記強度が強化されていない領域とのつなぎ目は、前記シート
バックフレームの前記サイドフレームに設けられることとしてよい。
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【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１９】
　上記の車両用シートフレームにおいて、車両用シートは、シートクッションとシートバ
ックとを備えるシート本体と、前記シートクッションに対して前記シートバックを回動可
能に連結するリクライニング機構と、車体フロアに対して前記シート本体を昇降可能に連
結するハイトリンク機構と、車体フロアに取り付けられ、前記シート本体を前後移動可能
に支持するレール機構と、から構成されており、
　前記シートクッションは、骨格となる前記シートクッションフレームに載置したクッシ
ョンパッドを表皮材で被覆することにより構成され、
　前記シートバックは、前記シートバックフレームに載置したクッションパッドを表皮材
で被覆することにより構成され、
　前記シートバックフレームは、上側に上部フレームと、該上部フレームの左右の端部の
それぞれに連結して配設される左右のサイドフレームと、該左右のサイドフレームの下端
部に架設される下部フレームと、を備え、
　前記低強度部は、前記シートバックフレームの前記サイドフレームに設けられることと
してよい。
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